
四種混合予防接種について

平成２４年９月２８日付け省令改正に伴い、平成２４年１１月１日から四種混合ワクチン（ジフテリア・
百日せき・破傷風・不活化ポリオ）が定期予防接種となりました。

【対象者】 生後3月～90月に至るまでの間にある方のうち、
原則として三種混合ワクチン・ポリオワクチンがいずれも未接種の方

【接種期間】生後３月～７歳６か月（生後９０月）の前日まで
　 　※この期間以外は任意接種（全額自己負担）となります。

【接種費用】無料（上記接種期間内）

【接種場所】さぬき市が発行した予診票及び母子健康手帳等をご持参のうえ、医療機関で接種してください。

【接種スケジュール】
接種間隔（標準的な接種年齢）
・１期初回接種は、20日～56日までの間隔をおいて３回（生後３月～１２月に達するまでの期間）
・１期追加接種は、初回接種終了後6月以上の間隔をおいて1回（初回接種終了後12月～18月に達するまでの期間）

20～56日間隔 　　20～56日間隔 ６か月以上間隔
（12～18か月の間隔が望ましい）

　　◆３種混合ワクチンの製造再開、販売再開に伴い、三種混合の残りの回数を三種混合ワクチンか四種混合ワクチンの
　　　 どちらかを選択できます。
　　①三種混合ワクチン未接種かつポリオワクチン未接種の方
　　　　　　　　四種混合ワクチンを４回接種するか、三種混合ワクチンと不活化ポリオワクチンを各４回接種してください。
　　　　　　　　※三種混合ワクチンを希望される方は、国保・健康課（0879-26-9908）までご連絡ください。

　　②いずれかのワクチンを接種している方
　　◆３種混合ワクチン未接種かつポリオワクチン未接種の方

・生ポリオワクチン１回
・単独の不活化ポリオワクチン１回以上 三種混合と四種混合のどちらかを選択できますので、主事
・三種混合ワクチン１回以上 医とご相談のうえ接種してください。

　　※予防接種の予診票が必要な場合は、国保・健康課までご連絡ください。

【注意事項】＊接種当日にさぬき市に住民票がない方は受けられません。
＊母子健康手帳の三種混合及びポリオ予防接種履歴を必ずご確認ください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/tool/dl/leaf01-03pdf
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